
【ホームページ】http://shimanto-s.or.jp または 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスク 
手作りマスク 

（子供用・大人用） 
布・紐 

区長会長承認済文書 

紙面に関する問い合せは 

《発行所》四万十市社会福祉協議会 

《本 所》四万十市右山五月町 8-3 
《電 話》 ３５－３０１１ 
《ＦＡＸ》 ３５－５２４１ 
《西土佐支所》西土佐用井 1110-31 
《電 話》 ３１－６１１１ 
《ＦＡＸ》 ３１－６１１２ 

四万十市社協だより 令和 2 年 6 月 第 182号 

しまんと 

マスク 
プロジェクト 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、四万十市においてもマスク不

足が深刻化しています。そこで、マスクを必要とする教育機関や福祉施設

に配布するため、マスクを作ってくださる方やマスクを寄付してくださる

方を募集します。 

いまこそみなさんの力が必要です。ご協力よろしくお願いします。 

＼寄付を募集します／ 

＊寄付用のマスクを作っていただくために必要な物品（布や紐など）をお渡しすることもできます。

手作りマスクの材料となる布や紐の寄付も大歓迎です。 

＊衛生面に配慮した上での作成をお願いします。 

＊針や糸などは各自でご用意いただきますようお願いします。 

＊寄付は下記社会福祉協議会にて受け付けます。持参が難しい場合は職員が受取り

に参ります。 

【問合せ先】 四万十市社会福祉協議会 〒787-0012 四万十市右山五月町8-3 

（電話）35-3011 （FAX）35-5241 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
まずは話を 

お聞かせください！ 

四万十市社会福祉協議会 事業の再開について 
 

 

■社会福祉センター・総合福祉センターの貸館について 

  ⇒６月１日より、事業を再開します。６月１日以降の貸館予約は通常通り受付しています。 

 

＜多目的デイケアセンター 一条の里＞ 

■高齢者はつらつデイサービス事業 

  ⇒５月２１日より、事業を再開します。 

■まちなかサロン運営事業 

  ⇒５月２１日より、事業を再開します。 

■配食サービス事業 

  ⇒５月２７日より、事業を再開します。 

 
コロナに負けないぞ！ 

みんなで頑張ろう！ 

四万十市高齢者閉じこもり等予防支援事業のご案内 

     ３５－３０１１(相談は無料です) 

   四万十市社会福祉協議会 (四万十市社会福祉センター内)  

来所でも相談を受け付けています。 

 ８：３０～１７：１５(土・日・祝祭日を除く) 

   担当：渡会 (とごう) 

例えば…こんな相談を受けています。 

●一人暮らしで将来が不安… 

●趣味やおしゃべりを楽しむ場所が欲しい… 

●そろそろ介護保険サービスの利用を考え始めたけど… 

●家族(両親)の物忘れが増えてきた気がする… 

●悩みをどこに相談したらいいか分からない… 

 

様々な悩みを相談者と一緒に解決していきます！ 

●交流の場の紹介 

(健康福祉委員会、あったかふれあいセンター、まちなかサロンなど) 

●相談窓口の紹介 

(高齢者支援課、地域包括支援センターなど) 

●利用可能な福祉サービスや介護保険サービスの説明、申請のお手伝い 

●独居の見守りや個別訪問を行ってくれる機関、ボランティアなどの紹介 

 

 

一人きりで、 

ご家族のことで 

悩んでいませんか？ 

 
一緒に解決方法を 

考えてみませんか？ 

 
まずはお気軽に 

ご相談ください！ 

※事業日程は 5 月 18 日時点です。今後、コロナウイルス 

の感染拡大防止のため変更となる場合があります。 



 

～民生委員制度について～ 

 

民生委員制度は、大正 6（1917）年に前身である岡山県の「済世
さ い せ い

顧問
こ も ん

制度
せ い ど

」が創設されて今年で 103 年目を迎えております。 

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非

常勤の地方公務員になり、無報酬で、ボランティアとして活動しています。

任期は３年で、再任もできます。また、民生委員は児童福祉法に定める

児童委員を兼ねています。 

民生委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざま

な相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や

障害者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。 

 

 

   生活の不安                   福祉サービスのこと 

●ひとり暮らしでさみしい、           ●困っているけどどこに相談 

何かあった時に不安               していいのかわからない… 

●災害が起こった時、避難を           ●配食サービスを利用して 

助けてほしい                  みたいのですが… 

 

ひとりで悩まずに相談してください 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

   ご近所のこと                 虐待かも… 

●最近、○○さんの姿を            ●隣の○○さんの家のどなり 

見かけない                  声と子供の泣き声がすごい 

   ●何日分も○○さんの家に           ●近所の○○さんの子供が 

    新聞がたまっている              何日も服を変えていない 

 

＊民生委員は、あなたの必要な支援につなぎ、ネットワークであなたを支えます！ 

 

【事務局】 四万十市社会福祉協議会内 

（本所）Tel 35-3011  右山五月町 8-3 

（支所）Tel 31-6111  西土佐用井 1110-31 

 



ゆずります・ゆずってください 

令和2年（2020 年） 

6 月情報 

 

 

『登録前にご確認ください』 

※6 月 25 日（木）午後 5 時まで、ポストにて受け付けています。 

※大きい物、重い物、生き物、植物、食べ物、危険物は取り扱いしていません。 

※原則、玄関から玄関までのお届けです。 

※物品の状態によっては、一覧表に掲載できない場合や、取り扱いができない場合がありますのでご了承ください。 

※申し込みが多数の場合は抽選となります。当選された方のみ連絡をさせていただきます。 

 

●ゆずります登録一覧表（5 月 18 日現在）     ※有効期間は約 2 ヶ月となります。 

№ 物品名 物品状態(型式・サイズ・色・使用年数など) 

1-1 ランドセル 色：黒  使用年数：未確認 

1-2 ナイキトレーナー 
サイズ：130 ㎝  色：水色(袖：紺色) 

使用年数：未確認  ※全面下部に少しシミ有 

1-3 ジャンパー 
サイズ：フリー(少し小さめ)  色：緑色  使用年数：未確認 

※生地は厚い 

1-4 アテント尿とりパッド 45 枚入  サイズ：幅 28 ㎝ 長さ 49 ㎝  男女共用  未開封 

1-5 
エルモア尿とりパッド 

コンパクトサイズ 
54 枚入  サイズ：幅 19 ㎝ 長さ 38 ㎝  男女共用  未開封 

1-6 ど忘れ辞典セット 
漢字辞典・ことわざ辞典・二三四字熟語活用辞典のセット 

使用年数：未確認  サイズ：横 10 ㎝×縦 16 ㎝ 

1-7 野球カードセット 
1999 年～2001 年ベースボールマガジン付録カード 

約 1,300 枚(重複カード多数有り) 

 

   

1-1 ランドセル     1-2 ナイキトレーナー 1-3 ジャンパー 

 

◆ゆずってください登録一覧表     ※有効期間は約 4 ヶ月となります。 

№ 物品名 具体的な要望(型式・サイズ・色・使用年数など) 

1 ミシン 卓上、足踏み式どちらでも可 

2 冷蔵庫 容量が 200ℓ～400ℓのもの 

3 点字ブロック 
線状ブロックと点状ブロック両方 

体験学習等に使用できるような持ち運びができるもの 

 

 

 

四万十市社会福祉協議会 
Tel 35-3011 Fax 35-5241 

【登録カード・ポスト設置場所】 

・社会福祉センター（右山五月町） 

・多目的デイケアセンター一条の里（中村東町） 

・総合福祉センター（西土佐用井） 

この事業は、四万十市社会福祉協議会の会費で運営しています。会費へのご協力もお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村地区ボランティア連絡協議会 

団体紹介 No.2 

四万十市には要約筆記サークルが 2つあります。 

西土佐「赤とんぼ」と中村「そよかぜ」です。同時筆記をします。話

されている内容 100％を同時筆記できませんので要点だけを書く

「要約」をします。大きい会場でスクリーンに文字を映す方法、ひとり

ひとりの傍で筆記する方法などがあります。 

音声入力ですぐに文字が変換される機器が広まったら私たちボラ

ンティアは不要になると思いますが、難聴の方のお手伝いをしたいと

思います。 

中村地区ボランティア連絡協議会 

団体紹介 No.3 

初代、杵屋弥寿菊が昭和 25年に長唄弥寿菊会を結成。現在の弥由菊(2代目)にわたり 60年

余り活動を続けています。例年の発表会には欠かすことなく出演し、長唄や民謡、端唄、小唄、鳴物と

いった伝統邦楽の普及と発展、そして邦楽を楽しむ会として市民の皆様のご支援のもと活動してい

ます。 

ボランティア活動にも力を入れており、各福祉施設や  

病院等への慰問や誕生会、また敬老会やクリスマス会と 

いった場にも参加させていただいています。いろいろな方 

の応援も得て、楽しいプログラムを作り会員の皆で楽しん 

でいます。また、学校へ伝統邦楽の研修講演も行っていま 

す。今後も、ボランティア連絡協議会の皆様との輪を広げ 

ていくとともに、積極的に活動していきたいと思っています。 

長唄（唄と三味線）に興味のある方は大歓迎です。稽古三味線が有りますので体験においでくださ

い。 

日本赤十字社は、南海トラフ地震等の災害救護をはじめ、日々の事故や急病に備える救急法などの

講習、地域でボランティア活動を展開する奉仕団や次代を担う青少年赤十字などの活動を通じて、住

民の皆様とともに「人のいのちと健康、尊厳を守る」取り組みを進めています。 

こうした活動は、5 月から 6 月を中心に皆様からお寄せいただく活動資金で行われています。 

地域の奉仕者等が皆様方のお宅や事業所にお伺いしますので、本年も皆様の温かい 

ご支援をよろしくお願いいたします。 

【問合せ先】日赤四万十市地区（四万十市社会福祉協議会内 ℡ 35-3011） 

Facebook もチェック 
 

四万十市社会福祉協議会の Facebookページを開設しています。様々な情報を 

掲載していきますので、そちらもご覧ください。 

 



四万十市ふれあい相談センター 
 〈一般相談〉 

   暮らし・福祉・教育など一般的な相談 平日 8：30～17：15 

 〈専門相談〉 

   弁護士による無料法律相談 第 1・3（月） 13：30～15：30（1 人あたり 30 分） 

        各 4 名まで（予約制） ※原則、四万十市在住の方を対象としています。 

  【６月の専門相談】               【７月の専門相談】 

  ６月１日（月）・６月 1５日（月）    ７月６日（月）・７月２０日（月） 

  ※都合により変更になる場合があります。専門相談（法律相談）ご希望の方は下記までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご寄付のお礼 
古切手等は高知県社会福祉

協議会を通じて各収集団体へ

送り、活動資金等に充てられて

います。皆さまの温かい善意が

社会福祉に役立てられていま

す。ご協力ありがとうございまし

た。 

【期間 ４/１～４/3０】 

●古切手●テレフォンカード 

●アルミプルタブ 

●書き損じハガキなど 

 

<個人>（敬称略） 

有友  大・山沖とき子・今城千代春・市村由美子・岡田 栄蔵・中島 幸喜・

坂本 憲明・吉田美代子・宮地 英子・酒井 義明・遠山 正穂・三好 紀美・

中川 勝海（他匿名） 

 

<企業・団体>（敬称略） 

そぶえしほぴあの教室・大英環境機構(有)・Café リノ・すまいる不動産・ベル化

粧品店・酔飯処太鼓台・(有)遠山建具店・野中サイクル・朗読の会「虹」・岡島

海運(株)・(株)西部グリーン・豚座建設(株)・(有)パンのピノキオ・四万十市西

土佐総合支所・教育委員会学校教育課西土佐教育分室 

相談無料 秘密厳

守 

【問合せ・申込み先】 四万十市社会福祉協議会 Tel 35-3011 

生活福祉資金貸付制度 
新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付のご案内 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生計維持が困難となっ

ている世帯を対象に特例貸付を実施しています。申請方法など詳細につきましては、下記まで

お問合せください。 

◎緊急小口資金（一時的な資金が必要な方） 

貸付額  ： ２０万円 

貸付期間 ： １世帯１回 

（措置期間１年以内、償還期間２年以内） 

◎総合支援資金（生活の立て直しが必要な方） 

貸付額  ： 単身世帯１５万円（月額） 

二人以上世帯２０万円（月額） 

貸付期間 ： 原則３ヶ月以内（措置期間１年以内、償還期間１０年以内） 

問合せ先  四万十市社会福祉協議会 ℡３５―３０１１ 

食料品ご寄付のお礼   ～温かなご支援・ご協力ありがとうございます～ 
令和元年 12 月 11 日～令和２年３月 24 日の期間に、是沢商店様、幡多福祉保健所様、山本いすず

様、福祉工場「中村」様、西敬子様、多くの匿名様よりお米や玄米（463kg）、食料品等（14kg）のご

寄付をいただきました。皆様のご厚意に心より感謝申し上げます。 

※償還期間内は無利子 ※保証人不要 

感染拡大防止のため、郵送で

の申請受付も可能です。 

申請書類は社協ホームページ

で取得できます。 

 ありがとうございます 


